
（現行の経営体制・手法を継続する理由） （左記で「⑦その他」となっている場合の詳細）

（今後の経営改革の方向性等）

・当町の下水道事業については、令和２年度からの地方公営企業法適用移行に向けた取り組みを実施しているが、その後の抜本的な取り組みについては、近隣自治体や同規模自治体の取り
組み等の情報を注視しながら、方向性を見極めていきたい。

・ ③抜本的な改革の方向性について検討の前段階にあるため

・

・

○
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地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況（平成31年3月31日時点）

実施状況

現行の経営体制・手法を継続する理由、今後の方向性


